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資料 5 
※東区自治協議会部分を抜粋したもの



 
 

はじめに 

 

区自治協議会は、平成19年の政令市移行に伴う区政施行に合わせ設置されて以来、

「協働の要」として、多種多様な地域課題の解決に向けたさまざまな取組みを重ねて

きました。 

本資料は、第 7 期の各区自治協議会が、どのような地域課題に対して、どのように

考え、取組みを展開してきたか、またその取組みの結果・成果や、残された今後の課

題などについて記録し、次期以降へと引き継ぐことで、今後の区自治協議会のさらな

る活性化へとつなげることを目的に、作成したものです。 

地域の特性・事情に応じた各区の工夫した取組みが記録されていますので、これか

らの区自治協議会委員におかれましては、自らの区はもちろん、他区の取組みについ

てもご一読いただき、今後の地域活動の一助にしていただきたいと思います。 

また、巻末には、コロナ禍を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症による区自治協

議会の諸課題に関する情報共有」を掲載しましたので、こちらもご参照いただき、今

後の活動に際して参考にしていただきたいと思います。 

結びとなりますが、区自治協議会委員として、住民自治の推進にご尽力いただいた

今期 250 余名の委員の皆さまに感謝を申し上げます。 

 

新潟市区自治協議会会長会議 

座長 小田 信雄 
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東区自治協議会（第７期）を振り返って 

 

東区自治協議会会長 後藤 岩奈 

 

 

１ はじめに 
  東区自治協議会は、地域を取り巻く環境が変化していく中、より良い東区の実現

のため、区自治協議会提案事業の実施や、市への建議など、さまざまな活動を行っ

てきました。委員一人ひとりが、区民と区役所をつなぐ「協働の要」としての役割

を果たすため、考え、行動した 2 年間だったと思います。 

また、第 6 期区自治協議会の成果や課題を踏まえ、今期においては、会議の活性

化に取り組むこととし、全体会を行政からの報告を受ける場とするだけではなく、

委員が積極的に発言でき、意見交換ができる場となるよう心掛けた結果、一定の成

果は出たものと感じます。 

  次期の東区自治協議会において、さらなる地域課題の解決に取り組んでいただけ

るよう、第 7 期東区自治協議会の成果や取組みをここに報告いたします。 

 

 

２ 取組内容・成果・課題 

(1) 全体会について 

 ア 「東区バスの運行に関する要望書」の提出 

   東区では、平成 19 年 4 月から 2 路線の区バスを運行しており、区民の移動

手段として利用されています。現在、運行している小型バスは老朽化したツース

テップの旧型車両のため、高齢者を中心に乗降に大変苦労される様子が多く見ら

れます。区内の高齢化が一層進んでいく中で、高齢者をはじめ区民にとってより

安心して利用できる区バスを運行することは、東区の活性化に欠かせないと考え、

令和 2 年 9 月に市長へ要望書を提出しました。 

要望内容は、「東区バスへの小型ノンステップバス車両の導入を早期に進めてい

ただきたい」ということと、「シニア半わり制度について今後も継続して実施して

いただきたい」というものです。 

今後も動向を注視し、さらなる区バスの利用促進や公共交通に関する地域課題

に取り組んでいきます。 

 

イ 「適応指導教室東区分室」の設置に向けた協議 
   平成 30 年 12 月に「東区内への適応指導教室設置に関する要望書」を市長及

び教育長へ提出した後、第 2 部会の委員を中心に教育委員会との協議の場を継続
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的に設け、他区の施設を見学するなど、区自治協議会委員として見識を深め、適

応指導教室の設置に向けて意見を述べました。 

   令和 2 年 9 月には、新潟市教育相談センターの適応指導教室「ぐみの木教室」

の東区分室が、東区プラザ内に開設される運びとなり、子どもたちの未来を想う

委員の熱意が実を結び、大きな成果であったと思います。 

 

 ウ 新潟県立大学との連携 
   令和元年度の東区自治協議会委員研修会として、新潟県立大学 2 年生の「地域

社会論」の授業において、「県立大学生が考える東区のまちづくり」というテー

マでワークショップを行いました。各部会で担当分野に沿ったテーマを設定し、

グループに分かれて委員がファシリテーターや記録係を務め、学生の声に耳を傾

けました。若い世代との意見交換を通じて、東区のまちづくりを考える貴重な機

会になったと感じます。 

   また、県立大学連花祭では、防災関係の出展を行い、防災グッズやハザードマ

ップの説明により学生や地域住民と触れ合い、災害時に対する意識の向上に取り

組みました。 

   今後もあらゆる機会を捉え、積極的に連携を図り、多世代の意見が反映できる

区自治協議会でありたいと考えます。 

 

 エ 区自治協議会提案事業の実施方法の見直し 

   より良い東区の実現を目指し、地域課題の解決に取り組むため、これまで各部

会においてさまざまな事業を実施してきました。 

   令和 2 年度は、区自治協議会提案事業の方向性の見直しにより、イベント型か

ら、地域課題の調査研究に基づく課題解決型に移行することとし、各部会で地域

課題を抽出し、それに係る現状の把握等に努め、区自治協議会としての取組みを

検討しました。 

   提案事業検討部会において、令和 2 年度の実施状況を踏まえ、今後に向けて検

討した結果、委員任期 1 期 2 年のうち、1 年目は地域課題の調査研究を行い、2

年目にそれを踏まえた事業を実施する方法が、区自治協議会の活動において望ま

しいのではないかと考え、令和 3 年度以降は、委員任期である 2 年間をひと区

切りとして、区自治協議会提案事業に取り組むこととしました。 

 

オ 区自治協議会の認知度向上への取組み 

   平成 30 年度の「市政世論調査」では、東区は、区自治協議会の認知度が 8 区

中、最下位となっていました。区自治協議会の活動を知ってもらうため、各事業

の中で積極的にＰＲするとともに、広報紙「自治協かわらばん」を区だよりの紙

面に掲載するなど、認知度向上への取組みを行ってきました。 

   令和 2 年度の同調査では、区自治協議会の認知度が 2.6 ポイント上昇してお
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り、これまでの積み重ねが実を結んだものと感じています。 

   とはいうものの、決して高い認知度ではありませんので、区自治協議会の活動

や取組みを多くの区民へ知ってもらうために、引き続き、効果的な広報の形を模

索していきます。 

 

(2) 部会・提案事業について 

  令和元年度は、「東区まちづくり力・向上プロジェクト」と称し、各部会の担当

分野においてさまざまな事業を実施しました。各事業を区自治協議会全体の事業と

位置づけ、実施に向けて委員同士で連携し成果を上げることができたと評価してい

ます。 

  令和 2 年度は、各部会で抽出した地域課題の調査研究を基に、事業内容等を検討

する方向性としていましたが、昨今のコロナ禍の影響を受け、集客を伴う事業実施

は困難であることから、地域課題の解決に向けた啓発グッズやリーフレット等の作

成や配布など、普及啓発事業に取り組みました。 

 

 ア 第 1部会 

   第 1 部会は、「市民協働部門」として、コミュニティ（地域活動・市民活動）、

防犯・防災・交通安全や行政運営などを所管する部会です。 

   令和元年度は、「じゅんさい池自然環境保全事業」、「発災時における地域防災

対応力向上事業」を実施し、令和 2 年度は、「高齢者の安心安全プロジェクト」

に取り組みました。 

 

 イ 第 2部会 

   第 2 部会は、「福祉・教育・文化部門」として、福祉・子育てや教育・生涯学

習、文化・スポーツなどを所管する部会です。 

   令和元年度は、「東区めぐり子どもバスツアー」、「東区の魅力ＰＲ・おもてな

し事業」を実施し、令和 2 年度は、「子どもの未来応援プロジェクト」に取り組

みました。 

 

 ウ 第 3部会 

   第 3 部会は、「産業・環境部門」として、商工業・農業・観光や住環境（公害・

ゴミ・公園・下水）、都市交通・都市景観、自然環境などを所管する部会です。 

令和元年度は、「東区の農産物魅力発信事業」、「東区の公共交通の研究」を実施

し、令和 2 年度は、「公共交通の利用促進プロジェクト」に取り組みました。 

 

※提案事業の具体的な成果・課題等については、添付の事業評価書を参照ください。 
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3 おわりに 

  昨今のコロナ禍により、私たちの生活様式や行動は、大きな変化を余儀なくされ

ました。会議の書面開催や、感染予防対策に配慮するなどの対応が必要となり、改

めて会議の持ち方や、区自治協議会の活動のあり方を見直す時期にあると考えます。 

また、今期において、地域課題の把握や効果的な区自治協議会提案事業の実施に

ついて検討し、見直しを図ったことで、今後新しい展開が始まるものと期待してい

ます。 

  第 8 期区自治協議会が、新しい体制の中で、区民と区役所の「協働の要」として

の役割を果たし、私たちの東区がますます住み良いまちとなるよう取り組んでいく

ことを願います。 
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令和元年度 
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令和元年度 
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令和元年度 
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令和元年度 
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令和元年度 
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令和元年度 
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（※令和２年度 東区事業評価書は令和 3年 3月中に確定） 

  


